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金
大
中
事
件
は
韓
国
公
権
力
に
よ
る
わ
が
国
主
権
の
明
白
な
侵
害
事
件
で
あ
り
、
ま
た
ソ
ウ
ル
地
下
鉄
問
題
は

日
本
政
府
の
対
韓
経
済
協
力
に
か
ら
む
日
韓
ゆ
着
の
典
型
で
あ
つ
て
、
と
も
に
そ
の
真
相
解
明
は
重
要
か
つ
緊
急

を
要
す
る
と
考
え
る
。 

一 

一
九
七
五
年
一
月
九
日
に
、
米
国
の
ス
ナ
イ
ダ
ー
駐
韓
大
使
と
韓
国
の
金
東
祚
外
相
が
、
ソ
ウ
ル
郊
外
の
在

韓
米
陸
軍
第
八
軍
専
用
ゴ
ル
フ
場
に
お
い
て
、
ゴ
ル
フ
を
し
な
が
ら
非
公
式
に
話
し
合
つ
た
事
実
の
有
無
に
つ

い
て
、
同
僚
議
員
楢
崎
弥
之
助
君
は
、
去
る
五
月
二
十
八
日
の
外
務
委
員
会
で
質
問
し
、
外
務
大
臣
は
調
査
を

約
束
し
た
。
私
が
五
月
三
十
日
の
法
務
委
員
会
で
そ
の
調
査
結
果
を
質
し
た
と
こ
ろ
、
外
務
省
当
局
は
、
な
お

調
査
中
で
あ
る
が
そ
の
調
査
結
果
に
つ
い
て
は
私
に
も
報
告
す
る
旨
答
弁
し
た
。
調
査
結
果
を
明
ら
か
に
さ
れ 

 
従
つ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

金
大
中
事
件
及
び
ソ
ウ
ル
地
下
鉄
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

二 

ソ
ウ
ル
地
下
鉄
建
設
に
関
し
て
三
菱
商
事
な
ど
日
本
連
合
四
商
社
が
米
国
に
送
金
し
た
二
百
五
十
万
ド
ル
の

一
部
で
あ
る
百
万
ド
ル
が
、
韓
国
外
換
銀
行
東
京
支
店
に
還
流
さ
れ
た
う
え
、
ス
イ
ス
・
バ
ン
ク
・
コ
ー
ポ 

 
 

レ
ー
シ
ョ
ン
の
日
本
人
の
口
座
に
送
金
さ
れ
た
事
実
に
つ
い
て
、
私
は
去
る
五
月
二
十
三
日
の
法
務
委
員
会
で

質
問
し
、
政
府
に
捜
査
・
調
査
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
法
務
省
伊
藤
刑
事
局
長
は
、
「
御
指
摘
の
よ
う
な
点
は
検 

 

察
当
局
に
連
絡
を
し
て
お
き
た
い
」
、
「
検
察
は
検
察
と
し
て
独
自
で
や
る
な
ら
や
り
た
い
」
と
答
弁
し
た
。
こ

の
点
に
つ
い
て
の
法
務
・
検
察
当
局
、
国
税
当
局
の
捜
査
・
調
査
の
結
果
も
し
く
は
途
中
経
過
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。 

た
い
。 

さ
ら
に
、
日
本
に
還
流
さ
れ
た
百
三
十
万
ド
ル
の
一
部
で
あ
る
一
億
数
千
万
円
が
、
日
本
の
首
相
経
験
者
二

名
に
支
払
わ
れ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
法
務
・
検
察
当
局
及
び
国
税
当
局
の
捜
査
・
調
査
結
果
も
あ
わ
せ
て

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

四 

 



 

 

五 

右
質
問
す
る
。 


